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第１章 計画策定に当たって 

１ 計画策定の趣旨 

「子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）」は、こどもも「ひとりの人間として

人権（権利）をもっている」存在であり「権利の主体」であることを示した条約です。

平成元年 11月 20日に第 44回国連総会において採択され、わが国では平成６年４月 22日

に批准を行いました。子どもの権利条約では「差別の禁止（差別のないこと）」、「こども

の最善の利益（こどもにとって最も良いこと）」、「生命、生存及び発達に対する権利（命

を守られ成長できること）」、「こどもの意見の尊重（こどもが意味のある参加ができるこ

と）」の４つの原則を掲げています。 

わが国では、令和４年６月に国会において「子どもの権利条約」の４つの原則を反映

した「こども基本法」が成立しました。同時に「こども家庭庁設置法」も成立し、令和

５年４月１日に「こども家庭庁」が設置されたことで、こども施策の推進体制の整備が

進められました。 

令和５年 12月 22日に「こども大綱」が閣議決定されたことで、新たなこども施策に係

る計画の策定が努力義務化されました。この「こども大綱」では、既存の「少子化社会

対策大綱」、「子ども・若者育成支援推進大綱」、「子供の貧困対策に関する大綱」を一元

化し、関連施策の総合的な推進を目指すものとしました。また、「こども基本法」では

「こども大綱」を基本に地方自治体が「こども計画」を策定することを努力義務として

位置づけられています。 

これまで、各地方自治体では子育て支援計画として、次世代育成支援対策推進法に基

づく「次世代育成支援行動計画」、子ども・子育て支援法に基づく「子ども・子育て支援

事業計画」を策定してきました。また、関連する計画として子ども・若者育成支援推進

法に基づく「子ども・若者計画」、子どもの貧困対策の推進法に基づく「貧困対策計画」

等の多様な計画を策定してきました。今後は、こども施策を一元化した「こども計画」

の策定が進んでいくことが見込まれます。 

本市のこどもや保護者への支援施策は、令和元年度に策定した「第２期 沼津市子ど

も・子育て支援事業計画」や、令和５年度に策定した「第２期 沼津市子どもの貧困対

策推進計画」に基づき、様々な取組を行ってきました。 

このような中で、「第２期 沼津市子ども・子育て支援事業計画」が令和６年度に終期

を迎えることから、これまでの「子ども・子育て支援事業計画」と「子どもの貧困対策

推進計画」に少子化社会対策や子ども・若者育成支援の分野を一元化し、新たに「沼津

市こども計画」として策定するものです。 
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２ 計画の性格 

本計画は、「こども基本法」第 10条第２項の規定に基づき策定したものです。 

また、「こども基本法」第 10 条第５項の規定に基づき、市町村こども計画は、「子ど

も・若者育成支援推進法」第９条第２項に規定する市町村子ども・若者計画、「こどもの

貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」第 10 条第２項に規定する市町村計画、そ

の他こども施策に関する事項を定めるものと一体のものとして作成したものです。 

計画の策定に際し、「こども基本法」第９条に規定する「こども大綱」を勘案するとと

もに、静岡県の「（仮称）静岡県こども計画」との整合を図りました。 

市の計画との関連性については、市の最上位計画である「沼津市総合計画」の下位計

画として策定しました。また、「沼津市まち・ひと・しごと創生総合戦略」、「沼津市教育

大綱・教育基本構想」、「沼津市地域福祉計画」、「沼津市男女共同参画基本計画」、「沼津

市障がい福祉計画及び沼津市障がい児福祉計画」など、その他の関連計画と整合性を保

つとともに、総合計画で取り組んでいる持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）にも対応した

計画として策定しました。 

■他の関連計画との整合性

沼津市総合計画 

沼津市こども計画 

（令和７年度～令和11年度） 

子ども・子育て支援法 第61条 

次世代育成支援対策推進法 第８条 

沼津市教育大綱・教育基本構想 

沼津市地域福祉計画 

沼津市男女共同参画基本計画 

沼津市障がい福祉計画及び 

障がい児福祉計画 など 

関連計画 

沼津市まち・ひと・しごと創生総合戦略 

こども基本法 第10条第２項 

少子化社会対策大綱 
子ども・若者育成支援推進大綱 
子供の貧困対策に関する大綱 

こども大綱 
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■ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）の17の目標 

 

本計画では、ＳＤＧｓの 

目標のうち、 

１ 貧困をなくそう 

３ すべての人に健

康と福祉を 

４ 質の高い教育を 

みんなに 

５ ジェンダー平等

を実現しよう 

８ 働きがいも経済 

成長も 

10 人や国の不平等

をなくそう 

16 平和と公正をす

べてのひとに 

が関連しています。 

 

３ 計画の期間 

計画の期間は令和７年度から令和 11年度までの５年間です。 

 

４ 計画の対象 

概ね 29歳以下の市民及びその家族を対象としますが、施策によっては 39歳以下の市民

も対象とします。 

 




